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2．東京都豊島区（仮称）造幣局地区防災公園

■事 業 名：　（仮称）造幣局地区防災公園における便益施設等の公募設置等
■担当部局：　豊島区都市整備部公園緑地課
■募集年度：　平成 29 年度

・豊島区及び独立行政法人都市再生機構が実施する（仮称）造幣局地区防災公園（近隣公園、
約17,000㎡）の新設にあたり、豊島区が当公園内の便益施設等を設置、管理する事業者
を公募

・便益施設等事業者の選定手続きは、公園全体の「（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運
営事業」の事業者選定手続きと一体的に実施し、設置等予定者は、同事業を行うコンソーシ
アムの一員として事業を行うことを条件とした。

・公募設置等指針において、公募対象公園施設「便益・休養・遊戯施設」と、その外構を提示
公募対象公園施設の建築面積は他の建築物と合せ公園敷地全体で法及び豊島区公園条例に定
める基準を満たすこととし、配置は提案、特定公園施設の種類や設置範囲は提案

・特定公園施設は、事業者が全額負担し整備したのち、区に譲渡し、管理許可により認定計画
提出者が管理（使用料免除）

・公園全体の管理運営は指定管理者制度による。

（1）公園概要と事業実施の経緯

①公園概要
・東京都三大副都心の一つ池袋駅周辺都市再生緊急整備地域内に位置する（仮称）造幣局地
区防災公園は、「地域の防災機能の向上に資する機能整備に加え、平常時には憩いと賑わい
を与える新たな拠点づくり」を目的として整備を行うこととなっている。

・当公園の基本コンセプトを「アーバンコ
ンベンション～住む人、訪れる人が集い、
さまざまな活動が展開する交流広場」と
し、右図の機能を持たせることとし、商
業・業務機能の集積エリアと居住エリア
の双方に隣接した新たなゆとりあるパブ
リックスペースを創出し、価値を向上さ
せ続けていくため、民間のノウハウを最
大限に生かした整備を行うこととした。

第 5 章 公募設置管理制度による事業者募集事例 
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（1）公園概要と事業実施の経緯 

①公園概要 

・東京都三大副都心の一つ池袋駅周辺都市再生緊急整備地域内に位置する（仮称）造幣局地区

防災公園は、「地域の防災機能の向上に資する機能整備に加え、平常時には憩いと賑わいを与

える新たな拠点づくり」を目的として整備を行うこととなっている。 

・当公園の基本コンセプトを「アーバンコ

ンベンション～住む人、訪れる人が集い、

さまざまな活動が展開する交流広場」と

し、右図の機能を持たせることとし、商

業・業務機能の集積エリアと居住エリア

の双方に隣接した新たなゆとりあるパブ

リックスペースを創出し、価値を向上さ

せ続けていくため、民間のノウハウを最

・豊島区及び独立行政法人都市再生機構が実施する（仮称）造幣局地区防災公園（近隣公園、

約 17,000 ㎡）の新設にあたり、豊島区が当公園内の便益施設等を設置、管理する事業者

を公募。 

・便益施設等事業者の選定手続きは、公園全体の「（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理

運営事業」の事業者選定手続きと一体的に実施し、設置等予定者は、同事業を行うコンソ

ーシアムの一員として事業を行うことを条件とした。 

・公募設置等指針において、公募対象公園施設「便益・休養・遊戯施設」と、その外構を提

示。公募対象公園施設の建築面積は他の建築物と合せ公園敷地全体で法及び豊島区公園条

例に定める基準を満たすこととし、配置は提案、特定公園施設の種類や設置範囲は提案。 

・特定公園施設は、事業者が全額負担し整備したのち、区に譲渡し、管理許可により認定計

画提出者が管理（使用料免除）。 

・公園全体の管理運営は指定管理者制度による。 

空間誘導イメージ 
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公園種別 近隣公園

公園開設面積 17,000.18㎡

用途地域等 第 1種住居地域（建蔽率 60％以下、容積率 400％以下）
防火地域、東池袋四丁目 42 番地区地区計画

②事業実施の経緯
・豊島区の造幣局地区のまちづくりは、独立行政法人造幣局東京支局のさいたま市への移転
決定による。平成 26 年度に豊島区が造幣局地区街づくり計画及び（仮称）造幣局地区防災
公園基本計画を策定

・同 27 年度に豊島区から都市再生機構に対し防災公園街区整備事業の実施を要請、続いて豊
島区が国際アート・カルチャー都市構想を策定、公表

・池袋駅周辺地域（特定）都市再生緊急整備地域の指定を受け、同 28 年度に区と機構による
豊島区造幣局地区防災公園街区整備事業区域における都市公園整備事業の協定を締結

・同 29 年度に豊島区及び独立行政法人都市再生機構が実施する「（仮称）造幣局地区防災公
園整備・管理運営事業及び（仮称）造幣局地区防災公園における便益施設等の公募設置等
事業」について、「実施方針等」を公表

③募集に当たっての事前調査等
○平成 26 年 10 月　造幣局地区街づくり計画（豊島区）策定
・造幣局東京支局面積約 3.2ha の移転に伴う大規模な土地利用転換に当たり、検討委員会を設
置し街づくり計画を策定

○平成 26 年 10 月　（仮称）造幣局地区防災公園基本計画（豊島区）策定
・パブリックコメント実施
○平成 26 年度　　（仮称）造幣局地区防災公園基本設計（豊島区）策定
・区民等によるワークショップ（平成 26 年 11 月～同 27 年 3 月に計 5回）実施
○平成 27 年 4 月　三者協定締結
・豊島区、独立行政法人造幣局及び独立行政法人都市再生機構による「造幣局地区における
まちづくりに係る基本協定書」を締結

○平成 29 年 6 月　（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業の実施方針（案）の公表
（豊島区・都市再生機構）
・実施方針（案）等に関する民間事業者意見交換会実施、意見交換会の結果（質問及び回答）
公表

（2）公募設置管理制度による事業者募集の概要

①事業概要
○事業対象区域　17,000.18㎡
○公募設置等計画の有効期間　20 年
○公募対象公園施設
・公園施設の種類：便益・休養・遊戯施設
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・建築可能面積：都市公園法による
・公園施設の配置：提案
・その他条件：トイレの設置等
・管理運営：公園全体を指定管理者による管理とし、公募対象公園施設は指定管理者の自主
事業として位置づけ、設置許可を受けて管理。使用料 1,020 円／㎡・月以上で提案

○特定公園施設
・公園施設の種類：公募対象施設周辺の外構（民間事業者の提案に求めるものとする。）
・公園施設の範囲、内容：提案
・建設に要する費用：民間事業者が負担
・管理運営：認定計画提出者が区に施設譲渡のうえ、管理許可を受け管理（使用料免除）
○利便増進施設
・設置しない
○開業予定　　平成 32 年 4 月頃（予定）
○スケジュール（公募時）

・公募設置等指針、募集要項の配布 平成 29 年 9 月 15 日（金）～ 11 月 27 日（月）

・質問の受付 平成 29 年 9 月 19 日（火）～ 10 月 13 日（金）

・質問への回答 平成 29 年 10 月 27 日（金）～ 11 月 24 日（金）

・公募設置等計画の受付 平成 29 年 11 月 13 日（月）～ 11 月 27 日（月）

・検討会の開催（プレゼンテーション及びヒアリング） 平成 30 年 1 月中旬（予定）

・設置等予定者の決定 平成 30 年 1 月下旬（予定）

②配布した募集関係資料
新設する公園全体の整備・運営事業と公募設置管理制度による公募対象公園施設を設置す

る事業の事業者公募・選定を一体的に実施するため、実施方針で両事業の概要と関連等を提示。
公募設置等指針には「この指針に定めるもののほか、公募の実施に関して必要な事項は、募
集要項で定める」とし、指針は法の条項に即して各項目の概要を示し、募集要項で詳細に説明。
さらに詳細な内容は公園全体の整備・運営事業の要求水準書に記載。
○公募設置等指針等
・（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業及び（仮称）造幣局地区防災公園における
便益施設等の公募設置等事業　実施方針（豊島区・都市再生機構）

・（仮称）造幣局地区防災公園における便益施設等の公募設置等指針（豊島区）
・（仮称）造幣局地区防災公園における便益施設等の公募設置等にかかる募集要項（豊島区）
・（仮称）造幣局地区防災公園における便益施設等の公募設置等にかかる基本協定書（案）（豊
島区）

・様式集
○関連資料
・（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業及び（仮称）造幣局地区防災公園における
便益施設等の公募設置等事業　公募型プロポーザル方式に準じた手続による手続開始の掲
示（都市再生機構）
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・（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業　公募説明書（都市再生機構）
・（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業　要求水準書（豊島区・都市再生機構）

③募集要項の構成

はじめに
１．事業及び募集要項の位置づけ
第1章　事業概要
１．事業目的及び概要
２．公園及び事業対象地の概要
第２章　提案にあたっての条件等
１．公募対象公園施設の概要
２．認定計画提出者と公園管理者の役割分担
３．公募対象公園施設（便益施設等）に係る基本的
条件

４．公募対象公園施設（便益施設等）の運営に係る
基本的条件

５．特定公園施設（外構）に係る基本的条件
６．公募対象公園施設（便益施設等）の設置管理許可
第３章　実施にあたっての条件等
１．基本協定の締結
２．公募対象公園施設（便益施設等）の設置管理に
係る使用料の最低額

３．設計・工事の実施等

４．リスク分担
５．私権の制限
６．第三者の使用等
７．委託の禁止等	
８．原状回復の義務
９．事業内容等の変更
１０．事業の中止
１１．その他
第４章　応募資格及び手続き等
１．応募者に必要な資格
２．応募者の制限	
３．応募の手続き
４．応募書類	
５．応募に関する留意事項
第５章　認定計画提出者の選定
１．選定方法
２．評価の手順及び視点
３．プレゼンテーション及びヒアリングの実施
４．結果の公表

（3）事業者の選定

①選定の手順
○事前審査
・豊島区が、本公募設置等指針の「応募資格及び応募手続き等」に定める要件を満たしているか、
提案された内容が指針に従って記載されているか、法令及び指針の禁止事項に該当していない
か等について審査

・条件を満たさなかった場合は失格
○審査委員会による評価
・学識経験者等で構成する「造幣局地区防災公園事業者審査委員会」が、造幣局地区防災公
園整備・運営事業公募説明書（以下、「公募説明書」という。）の「評価項目・評価基準」
に基づき、（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業に係る公募型プロポーザルの技
術提案書の審査とあわせて総合的に審査を実施

・したがって、便益施設等の公募設置にかかる提案に対する評価点は、「公募説明書」の「評
価項目・評価基準」における評価点の内数に含まれ、（仮称）造幣局地区防災公園整備・管
理運営事業に係る公募型プロポーザルの評価点に反映される。

○採点方法
・審査委員会において、書類審査による 1次審査、プレゼンテーション及びヒアリングによ
る 2次審査を行い、1次審査と 2次審査の評価点を合計した総合評価点の数値の最も高い提
案書を特定（評価項目については P.98 ～ P.100 参照）
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・便益施設等の公募設置にかかる事業は、（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業に
係る公募型プロポーザルのコンソーシアム事業者として最高得点を獲得した事業者を設置
等予定者として選定

○プレゼンテーション・ヒアリング
・審査委員会における審査・評価に当たっては、応募者によるプレゼンテーション及び審査
委員会によるヒアリングは、（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業に係る公募型
プロポーザルの 2次審査において実施

②認定計画提出者の決定
・（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業に係る公募型プロポーザルにおいて、技術
提案書が特定された単独企業又はコンソーシアムの構成員である応募者が、設置等予定者
に選定され、都市公園法に基づく手続きを経て、認定計画提出者として決定
（注；2018 年 7 月末日現在、具体的な提案内容は公表されていない。）

資料；・（仮称）造幣局地区防災公園における便益施設等の公募設置等指針
　　　・	（仮称）造幣局地区防災公園における便益施設等の公募設置等にかかる募集要項　平成 29 年 9 月

豊島区
　　　・	（仮称）造幣局地区防災公園整備・管理運営事業要求水準書　平成 29 年 9 月 15 日　豊島区、独立

行政法人都市再生機構第
５
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